
２０２１年３月発行 八軒中央まちづくりセンター
（八軒６条西２丁目 ℡ ６１５－９５８８）

このたび八軒中央連合町内会が、今後のまちづくりの指針となる「八軒中央地区まちづくりビジョ
ン」を策定しました。

No.142

つな

２回行われたワークショップでは、参加者からま

ちづくりのアイディアが豊富に出されました。

まちづくりセンターのホームページで、ワークショップの内容を掲載した「ニュースレター」をご覧いただけます。

ホームページのアドレス等は裏面下段をご覧ください。

ビジョンに掲げられた将来像と３つの目標。

連合町内会では、今後、町内回覧等を通じてビジョンの概要

をお知らせする予定です。

このビジョンは、昨年11月と今年１月に、中学生を含む地
域の皆さんの参加により行われたワークショップを経て、３

月28日（日）に開催された連合町内会の臨時総会で承認され
たものです。

八軒中央地区では、これまでもさまざまな活動を通じて地
域のコミュニティづくりが進められてきましたが、このビ
ジョンが策定されたことにより、5年後、10年後を見据えた
まちづくり活動の指針が明確になりました。

ビジョンでは、平成31年４月に連合町内会が創立30周年
を迎えた際のテーマ「未来へとつづくまちづくり」を継承し、

『未来へとつづくにぎわいがあるまちづくり』を将来像に掲げています。また、ワークショップで出さ
れた意見をふまえて、将来像の実現に向けた目標を、①地域資源や歴史を活かしたコミュニティづくり、

②親睦・交流・情報発信を通じたコミュニティづくり、③次世代の担い手に繋ぐコミュニティづくり
―― とし、各目標に沿った取組の方向性がまとめられました。

ビジョンの推進に向けた具体的な取組は、今後、
連合町内会が主体となり、地域の皆さんによる意見
交換等を通じて検討される予定です。
こういった意見交換のほか、住民同士の話し合い

や身近な活動などを通じて、八軒中央地区がこれま
で以上に「住んでよかった」「これからも住み続け

たい」と思えるまちになることが期待されます。



八軒中央まちセンニュースは、ホームページでもご覧いただけます。さっぽろ市

02-Q01-20-1121

R2-2-798 http://www.city.sapporo.jp/nishi/hachikenchuo/

まちセンからのお知らせ

まちづくりセンターの窓口で証明書

をお渡しします。

下の表にある本人

確認のための書類

と手数料をお持ち

ください。

お受け取り

まちセンで

証明書の種類 本人確認書類 手数料

住 民 票 運転免許証、健康保険証などの身分証明書　1点

印鑑証明 印鑑登録カード

戸籍謄本・抄本
運転免許証など写真付きの身分証明書　１点
　　　　　　　　　　　または
健康保険証など写真のない身分証明書　２点

1通 450円

1通 350円

翌日の
午前11時

以降

窓口で証明書の請求

に必要な事項を請求

書に記載します。

電話で証明書の

請求に必要な事

項を伝えます。

または

ご請求

まちセンで

お電話で

☎ 011-615-9588

・ 税の証明はお取次ぎしておりません。

・ 電話による戸籍謄本・抄本の請求はできません。

・ マイナンバーの記載された住民票は請求できません。

・ ご本人以外の方が請求される場合は、さらに書類が必要となる場合があります。

・ 請求日の翌日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日のお渡しとなります。

・ お電話でご請求された場合は、お受け取りの際に請求書を記載いただきます。

まちセンの所長が交代します
4月1日付けの人事異動により、まちづくりセンターの所長が、中 克尋 から 堀川 信乃（ほり

かわ しの）に交代いたします。

平成31年４月から２年間、大変お世話になりました。

まちづくりセンターでは、今後も新所長のもと、皆さんのまちづくり活動をお手伝いさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。


